
１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

２８年度 1,264 2,330 4,970 5,036 4,335 3,684 5,085 4,068 2,968 1,905 3,144 2,909 41,698

２７年度 1,297 2,936 3,577 5,271 3,878 3,621 5,604 4,962 3,474 2,407 4,553 2,636 44,216

増　減 -33 -606 1,393 -235 457 63 -519 -894 -506 -502 -1,409 273 -2,518

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

２８年度 788 213 325 258 207 154 300 173 156 78 115 130 2,897

２７年度 818 208 358 271 97 268 139 184 255 95 147 83 2,923

増　減 -30 5 -33 -13 110 -114 161 -11 -99 -17 -32 47 -26

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（平成28年度業務)

施　設　名 鳥取県立福祉人材研修センター 所在地 鳥取市伏野1729番地５

施設所管課名 福祉保健課 連絡先 0857-26-7158

平成29年7月20日

指定管理者名 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 指定期間 平成26年４月１日～平成31年３月31日

設置目的 社会福祉にかかわる人材の育成と、県民の社会福祉に対する理解と参加の促進を図る。

設置年月日 平成13年９月３日

施設内容

○構　　造：鉄筋コンクリート造２階建（一部S.SRC造）
○敷地面積：14,584.49平方メートル
○建築面積： 3,604.06平方メートル
○施設内容：ホール（300席）、中研修室（156席）、第1小研修室（57席）、第2小研修室（57室）、
　　　　　　学習室（24席）、ベッド・トイレ実習室、浴室実習室、調理実習室、和室実習室、
　　　　　　多目的工作室、フリースペース、多目的広場等

利用者数 (人)

利用料金 　（別紙のとおり）

開館時間
午前９時～午後５時
なお、管理者が特に必要があると認める場合は、最大午後９時まで利用時間の延長を許可する。

休館日

　「国民の祝日に関する法律」（昭和23年法律第178号）に定める休日及び年末年始（12月29日～
翌年１月３日）を休館日とする。
　ただし、多目的工作室は日曜日及び土曜日も休館日とする。
　また、施設・設備の保守点検等、管理運営上必要がある場合は、別に臨時休館日を設定する。

委託業務の内容

○施設設備の保守管理及び修繕
○施設の保安警備、清掃等
○管理施設の利用の許可、施設利用料の徴収等に関する業務
○その他施設の管理運営に必要な業務（利用受付・案内、付属設備・備品の貸出、利用指導・操作、
　利用者へのサービスの提供、施設の利用促進）

管理体制

　　正職員（常勤職員）：３人、非常勤職員：３人〔計６人〕

  　館長（正職員１）─┬─　管 理 事 務（正職員２）
〔県社協事務局長兼務〕│　　【内訳】
　　　　　　　　　　　│　　（事務課長代理１）〔県社協総務部長が兼務〕
　　　　　　　　　　　│　　（事務係員１）〔県社協主事が兼務〕
　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　└─　事務・受付・送迎・事務補助担当（嘱託職員３）

利用料金収入
　　　 (千円)



５ 収支の状況

６　労働条件等

休日

休暇 休暇

７ サービスの向上に向けた取組み

・年次有給休暇20日
・その他の休暇
有給：特別休暇
無給：病気休暇、
　　　産前産後休業、
　　　育児・介護休業

・年次有給休暇
　10日～20日
・その他の休暇
有給：特別休暇（夏
　　　季）

労働時間

休暇、休日の状況

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規程する
休日、年末年始（12/29～1/3）

時間管理の手法 出勤簿・時間外勤務伺 出勤簿・時間外勤務伺

事業収入

施設使用料 2,897 2,923 -26

雑収入 51 64 -13

-10

区　　　　　分 ２８年度 ２７年度 増　　減

37,557 0事業外収入

183 193

県委託料

計 40,688 40,737 -49

小　計 2,948 2,987 -39

自動販売機手数料ほか

37,557

支出

 人  件  費 5,607 5,607 0

収入

小　計 37,740 37,750 -10

 管理運営費 32,533 32,437 96

計 38,140 38,044 96

就業規則の作成状況 作成・届出済 

収 　支 　差 　額 2,548 2,693

確認項目
状況

備考
正職員 非常勤職員（嘱託）

雇用契約
・

労使協定

労働条件の書面による提示 労働条件通知書 労働条件通知書

作成・届出済 

労使協定の締結状況 締結済 締結済

所定労働時間 午前8時30分から午後5時15分 午前8時30分から午後5時15分

給与

給与金額
206,210円

（指定管理は0.5人役）
130,700円

（指定管理は0.4人役）

最低賃金との比較 適 適

支払い遅延等の有無 無 無

安全衛生

一般健康診断の実施 実施済

産業医の選任 選任の要否：要　　選任状況：選任済

安全管理者の選任 選任の要否：否　　選任状況：選任なし

衛生管理者の選任 選任の要否：要　　選任状況：選任済

安全衛生推進者（衛生推進者）の選任 選任の要否：否　　選任状況：選任なし

区　分 取　　組　　み　　内　　容

・センター利用促進イベントの開催（9/24）　来場者数255人
　内容：災害発生に対応する備えとは？（展示・実演）、災害時炊き出し訓練試食会、ユニバーサル交通安全教室、警
察音楽隊演奏会、移動水族館、昔遊び教室、「おじいちゃん・おばあちゃんの絵」絵画展、福祉の店等

利用者に対する
サービス向上の

取組み

・ホームページの更新

・センターパンフレットの配布（2,000部発行）

・物品等点検の実施

・グリーンカーテン、クリスマスツリー、門松の設置

・広報誌での施設利用PR「志あわせへ」（年4回発行）4回、「県社協ニュース」（月1回発行）12回



８ 利用者意見への対応

９ 指定管理者による自己点検

【施設に関すること】
①ベッドトイレ実習室で電気ポットを一度に
複数利用したら、ブレーカーが落ちました。
②浴室実習室のシャワーの出が悪いところが
ありました。
③時計が正面にしかないので机の体系をロの
字にする会議では不便でした。（複数）
④wi-fi環境がほしいです。

①ベッドトイレ実習室は20Ａまで利用可能です。電力を多く必要とする電気ポットやドラ
イヤーなどを同時に利用した場合はブレーカーが落ちる危険があります。給湯室やコンセ
ント口に注意表示を掲示し、該当する利用申込みの際に説明を行い対応しました。
②点検確認し、シャワーヘッドの交換および浴室実習室等フリキシブル管清掃を行いまし
た。
③既存の時計の他にアナログ時計（数字あり）を設置しました。
④現在は管理、セキュリティの観点からインターネットの環境を整備していません。

【機器等に関すること】
①ベッドトイレ実習室にある、リフトは使え
ますか。研修などで活用したいです。修理は
可能でしょうか。検討をお願いします。（複
数）

①リフトは確認し、動作不良が見られたので修理を検討しています。購入メーカーに照会
し、29年度中に修繕対応します。

利用者意見
の把握方法

施設利用後に提出していただく「利用点検表」に要望欄を設けるなど、利用者の声（意見・要望）を把握し、管理運営
に反映させることにより、利用者へのサービス向上を図る。
○「利用点検表」によるニーズ把握
○ホームページでの意見聴取
○意見箱の設置

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

〔現在、苦慮している事項〕
・開設から15年が経過し、様々な箇所で破損や耐用年数を過ぎた物品等交換を要する時期に来ている。

〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕
・福祉情報の発信拠点として、福祉体験交流プラザ等を活用した福祉情報の提供を積極的に行う。
・利用状況を分析し、利用促進につながるような効果的な広報の方法を検討する。

　利用者からの積極的な評価

【職員等の対応】
・プロジェクター操作を丁寧に説明していただき、丁寧に対応していただいた。
・親切に対応していただいた。
・急な申込みにも対応していただけた。

【施設・設備】
・設備が充実しており、駐車場も広く、大変利用しやすい。
・パトライトや火災掲示板がついていて、大変うれしく思った。
・備品が充実していて助かる。

【その他】
・次回も利用したい。
・いつも利用している

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

〔成果のあった取組み〕
・利用点検表、意見箱等により利用者からの意見、要望の把握に努めた。寄せられた意見・要望は直ちに確認し対応について検討を行
い、管理運営に反映させた。
・物品等消耗品の点検を行い、利用者の方にご不便をかけないよう対応した。
・施設の利用手続き等窓口対応について丁寧な説明を心掛け、音響機器の説明等を含む事前の見学、打ち合わせにも対応した。また、各
機器の操作マニュアルを活用し、より安心な利用環境を整えた。

〔積極的に取り組んだ事項〕
利用者の声への迅速な対応/広報誌での利用案内/貸出DVD新刊コーナーの設置/機器等操作説明書ファイル活用/必要物品の整理/専用封筒
の利用/ホームページの更新/物品等点検/利用促進イベントの開催（9/24）/センターパンフレット及び「県立福祉人材研修センターのご
案内」の活用/施設予約システムの利用促進/職員のメール署名によるセンター利用PR/ことぶき学園卒業生による盆栽展示/グリーンカー
テン作成/職員研修/避難訓練



10 施設所管課による業務点検

　※総括欄は、各項目の平均の小数点以下第2位を四捨五入した数値を基本に、総合的に評価する。

項　　　　　　　目 評　価 点　　　検　　　結　　　果

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕
　○施設設備の保守管理・修繕
　○施設の保安警備、清掃等
　○事故の防止措置、緊急時の対応

3

・施設設備の保守管理は、事業者との委託契約を締結し適切に実
　施されている。老朽化等に伴う施設設備の修繕は、適切に行わ
　れている。
・施設の保安警備等は、人的警備と機械警備を併用し、適切に行
　われている。
・事故の防止措置、緊急時の対応は、災害時等緊急時の対応マニ
　ュアルを作成され、年２回の避難訓練や職員研修の実施、AED
　の講習会を受講した職員の配置等、緊急時迅速に対応できるよ
　う取組まれている。

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕
　○利用受付・案内
　○附属設備・備品の貸出し
　○利用指導・操作 3

・利用受付・案内は、指定管理業務担当職員を中心に適切に対
　応対応されている。
・附属設備・備品の貸出しは、利用者の苦情・要望を生かし、利
　用者の利便性を確保するよう適切に対応されている。
・利用指導・操作は、取扱いマニュアル等が整備され、必要に応
　じた支援がされる等、適正に対応されている。

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕
　○利用の許可
　○適正管理に必要な利用者への措置命令
　○利用料金の徴収、減免の実施

3

・利用の許可は、適切に処理されている。
・利用者への措置命令は、該当案件なし。
・利用料金の徴収、減免は、適切に処理されている。

〔収入支出の状況〕

3

・広く県民に利用促進を働きかけ、利用者の増加に努めている。
　また、利用者が安全で快適に施設を利用できるような水準を維
　持しながら、効率的、経済的な施設管理を行い、管理運営費の
　節減に努めている。
・TEASⅡ種の更新認証を受けており、環境に配慮した施設管理が
　行われている。

〔利用者サービス〕
　○開館時間、休館日、利用料金等
　○利用者へのサービス提供・向上策
　○施設の利用促進
　○個人情報保護、情報公開
　○利用者意見の把握・対応

4

・開館時間、休館日、利用料金等は、平成26年３月５日付第2013
　00181584号、平成29年２月13日付第201600160142号で承認
　した内容に基づき、取扱いマニュアル等を整備し、適切に処理さ
　れている。
・利用者へのサービス提供・向上策は、意見箱や利用点検票によ
　り利用者の要望・意見を施設管理に反映されている。
・個人情報保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例、鳥取県
　情報公開条例の規定を遵守されている。
・施設内に意見箱や利用点検表による利用者の要望・意見を把握
　し、職員間の情報共有を行う等、管理運営に反映させている。
・利用者に施設利用後に記入していただく利用点検表のアンケート
  では、職員の対応について９割近くの方が「良い」という評価をさ
　れていることから、適正に対応されていることが分かる。

〔職員の配置〕

3
・委託業務仕様書に定める人員配置がされており、管理運営業務
　に必要な体制が確保されている。

〔会計事務の状況〕
　○不適正事案や事故等の有無
　○業務報告書(月次)における内部検査結果
　○利用料金等に係る適正な会計事務
　○必要な規程類の整備

3

・会計事務が経理規程に基づき適切に処理されている。

〔関係法令の遵守状況〕
　○関係法令に係る行政指導等の有無等
　○県内発注（鳥取県産業振興条例） 3

・関係法令の遵守は適切に行われている。
・鳥取県産業振興条例に基づき県内事業者への発注に努めている。

〔県の施策への協力〕
　○障がい者就労施設への発注 3

・障がい者就労施設への発注に努めている。

　　　　　　２：協定書の内容に対して不適切な事項が認められ、また、計画・目標を達成していない。
　　　　　　１：協定書の内容に対して重大な違反事項が認められる、指摘済みの不適切事項が放置されている、
　　　　　　　　計画・目標、前年度実績を大きく下回っているなど、大いに改善を要する。

　　　　　　３：おおむね協定書の内容どおり適切な管理が行われており、計画・目標に近い実績を達成している。
　　　　　　４：協定書の内容以上の適切な管理が行われており、計画・目標を上回る実績があった。

《評価指標》５：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画・目標を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。

総　　　　括 3

・鳥取県立福祉人材研修センタ－管理運営委託事業（平成28年度分）
　の事業報告書の内容について審査したところ、平成26年３月13日付
　けの管理運営に関する協定書・委託業務仕様書に基づき、概ね適切
　な管理運営が行われていた。


